
資源ごみ：月 1回

一般ごみ：週 1回

生ごみ：週２～３回

各地域のごみステーションで、生ごみと同じ日に出す
ことができます。
専用ボックスをご利用ください。
（おむつだけを入れてください）
＊専用ボックスがない地域は別途専用容器があります。

専用ボックスに入れる

家庭ごみ 紙おむつの分別方法

各処理施設 試験収集用
専用施設

収集した紙おむつはリサイクルの実験に用います。
異物が混入していると機械の故障につながります。
リサイクル率向上につながる取り組みへの
ご協力をお願いします！

●使用済紙おむつ、尿とりパット、
　ウェットティッシュのみを分別します。

●一般ごみ袋をおむつ専用袋として
　分けて使ってください。

収集

使用済紙おむつ　分別の徹底にご協力ください住民
環境 問　住民環境課　環境対策係　☎476-1111（127・128）

⃝お願い（異物混入への注意）
　大崎町では、環境省のモデル事業を活用して、令和２年２月からふ
た付きで匂いのもれにくい専用回収ボックスを用いた紙おむつ試験収
集を実施しています。
　使用済み紙おむつの収集及び再資源化が実現すれば、埋立処分場の
延命化につながる、埋立ごみの減量化に大きな役割を果たすものと考
えています。
　現在、使用済み紙おむつは、一般ごみ袋（青袋）に入れ、上記専用ボッ
クスで試験収集を行っておりますが、おむつ以外の不純物が散見され
るため、あらためてお知らせさせていただきます。ご協力のほど、よ
ろしくお願いします。

⃝使用済み紙おむつの分別について

※紙おむつの搬出は週３回できますが、収集は週１回です。
※生ごみの収集回数は自治会およびステーションごとに異なる場合があります。

▲�異物混入例
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